

令和○○年○○月○○日

社会福祉法人　○○会
評議員　○○　○○　様

社会福祉法人　○○会　
理事長　○○　○○　印

評議員会への報告事項の通知について

　社会福祉法第４５条の９第１０項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１９５条の規定（評議員会への報告の省略）に基づき、評議員会に報告すべき事項について、下記のとおり通知します。
　つきましては、当該全報告事項を評議員会に報告することを要しないことに同意いただける場合は、令和○○年○○月○○日までに、別紙「評議員会報告事項についての同意書」をご提出くださいますようお願いいたします。
　なお、同条の規定に基づき、当該全報告事項について、評議員全員から評議員会に報告することを要しないことに同意いただけた場合には、当該報告事項の評議員会への報告があったものとみなし、評議員会を開催いたしませんので、ご了承ください。

記



報告事項
（１）○○○○について
（報告事項の概要を記載）
（２）▲▲▲▲について
（報告事項の概要を記載）


· 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員
会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときは、当該事項の評議員会への報告があったとみなされます。【法第４５条の９】
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